
１．対象者は？

・袖ケ浦市に住民登録をされている世帯で、次のすべての要件に該当する世帯に属する方が対象です。

　□ 居宅で生活する上で移動手段の確保が困難である世帯に属する方

　　（例：自動車運転免許証を持っていない世帯、車がなく駅やバス停までの移動が困難な世帯等）

　□ ６５歳以上の方のみで構成される世帯に属する方のうち、７５歳以上の方

　□ 申請した月の属する年度の市民税が非課税である世帯に属する方（世帯全員が非課税）

２．助成内容は？

・助成額：５００円／枚

・利用券交付枚数：１人あたり年間最大３６枚

３．申請方法は？

◆申請窓口

　袖ケ浦市坂戸市場１―１

　袖ケ浦市役所　高齢者支援課（北庁舎１階）

◆申請にあたり必要なもの

　□ 本人確認できるもの（マイナンバーカードなど）

　※代理人（世帯主以外）による申請の場合は、上記のものに加え、次のものが必要です。

　□ 代理人の本人確認できるもの（マイナンバーカードなど）

　　（対象となる世帯構成：７５歳以上のひとり暮らし、７５歳以上の方のみで構成される世帯
　　　　　　　　　　　　　７５歳以上の方と６５歳以上の方で構成される世帯）
　　※７５歳以上であっても６４歳以下の方を含む世帯に属している場合は対象となりません。

（１月あたり３枚の交付となるため、4月申請は36枚、5月申請は33枚・・・と申請月により
　交付枚数は変動します）

　□ 申請する年の１月２日以降に転入してきた方は、申請する年の１月１日（１月から６月申請
       の場合は前年の１月１日） 時点で住民登録していた市町村が発行する非課税証明書の提出が
       必要です。

　□ 代理申請欄に世帯主の署名の記載された申請書（申請書は、高齢者支援課窓口での配布に
　　  加え、市のホームページからもダウンロードできます。）

　※ただし、当該年度の福祉タクシー利用券（障がい福祉課）を受けている方、介護サービス施設等へ

　　　入所している方は、対象となりません。
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４．注意事項

・利用券を他人に譲渡することはできません。

・利用券を紛失してしまった場合でも、再交付は行いません。

５．Q＆A

　　　⇨申請内容に問題がなければ、原則は即日交付となります。

　　　⇨行政センターでは受付を行っていません。受付は本庁のみとなります。

　　　⇨１回の乗車あたりの利用限度枚数は設けておりません。何枚でも利用可能です。

　《お問合せ先》

　　袖ケ浦市役所　福祉部　高齢者支援課　地域包括支援班

　　電話　０４３８－６２－３２２５　　　受付時間　平日８：３０～１７：１５

・不正な行為により利用券の交付を受け、又は利用したときは、利用券の返還及び既に利用した
　利用券がある場合には、その助成額について返還していただきます。

・１人が申請できる回数は、１年度につき１回です。（利用券を使い切ってしまった場合でも、
　年度内に追加交付することはできません。）

Q1　夫婦ともに７５歳以上ですが、妻が袖ケ浦市障害者福祉タクシー利用券を利用していま
　　  す。夫である私の分は申請できますか？

　　　⇨１年度につき１回の交付になりますので、追加交付はできません。次年度分は、次の４月
　　　　から申請ができます。

Q6　夫婦２人暮らしです。世帯主である夫が施設へ入所しています。妻である私は申請でき
　　  ますか？

　　　⇨申請可能です。（ただし、夫婦ともに施設等に入所している場合には申請できません。）
　　　　世帯主以外の方が申請する場合には、代理申請扱いとなりますので、申請書内にある委任
　　　　状欄へ世帯主の署名が必要となります。

　　　⇨代理申請可能です。ただし、その場合には、申請書内にある委任状欄へ世帯主の署名が
　　　　必要となります。

Q９　世帯主が入院中です。他の者で代理申請はできますか？

Q2　今年度分の利用券を使い切ってしまいました。追加で申請できますか？

　　　⇨申請する年の１月２日以降に転入してきた方は、申請する年の１月１日（１月から６月申

　　　　請の場合は前年の１月１日） 時点で住民登録していた市町村が発行する非課税証明書の
　　　　提出が必要です。

Q8　最近袖ケ浦市へ転入してきました。申請にあたり、特別に必要な書類はありますか？

　　　⇨福祉タクシー利用券を受けている方の分は交付対象外となりますが、同一世帯にその他
　　　　の家族がいる場合には申請可能です。（６５歳以上の方のみで構成される世帯に属する方
　　　　のうち、７５歳以上の方で非課税世帯であることが条件です。）

　　　⇨郵送でも受け付けています。ご希望の方は、市役所高齢者支援課（☎62-3225）まで
　　　　お問い合わせください。
　　　【郵送先】〒299-0292
　　　　　袖ケ浦市坂戸市場１－１　袖ケ浦市役所　高齢者支援課　地域包括支援班宛

Q3　申請してからどのくらいで交付になりますか？

Q4　長浦行政センター・平川行政センターでも申請できますか？

Q5　利用券は、１回の乗車につき何枚まで利用できますか？

Q7　申請窓口へ行くことが困難です。郵送でも申請できますか？


